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やまがたで家を建てるなら必見!やまがたで家を建てるなら必見!
令和５年度

知って

トクする
!

山 形 県
Yamagata Prefectural Government

令和５年度の主な変更ポイント

補助金の一括交付になります!!
新築住宅建設支援と中古住宅取得支援が
住宅ローンへの利子補給から一括補助金に
なり、利用しやすくなりました。

【表紙】設計：コルポ建築設計事務所　写真：志鎌康平 氏

山形県住宅情報総合サイト
タテッカーナイメージキャラ

タテッカくん

山形県住宅情報総合サイト

リサイクル適性 A
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

見てね♪

県、市町村、国の
支援制度が
検索できるよ！
お得な情報を

漏れなくチェックしてね♪
LINEや Facebook
でも情報を配信
しているよ！

山形県住宅情報総合サイト「タテッカーナ」 https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/

LINE

チャンネルはこちらから
＠tatekka_ymgt

＠tatekka_ymgt

Facebook
「いいね！」を押して
チェックしてね▶

友だち追加は
こちらから▶

▶ YouTube好評配信中♪
家型YouTuberタテッ

カが、

『やまがた健康住宅
』について

楽しくお勉強中♪

Twitter日々更新中！
MSK（マイ・スイート・県民）のフォロワー
少ないから、よかったら（どうかおねがい！！）
フォローして！！　　　　タテッカより
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一歩先行く省エネ性能

やまがた省エネ健康住宅制度
●「やまがた省エネ健康住宅」制度とは、
　最も寒い時期の就寝前に暖房を切っても翌朝の室温が10度を下回らない断熱性能と、その断熱効果
を高める気密性能を有する住宅を県が認証します。

　この家は、これまで住んでいた実家やアパートと冬の温かさが
まるで違います。
　12月に出産し、真冬に実家に里帰りし授乳や子供のお風呂な
ど、何をするにも寒くてストレスがひどかったです。
　この家は、温度差がほとんどなく、どこにいても快適なので、ス
トレスを感じず、自然と心にゆとりが生まれ、体も楽になりました。
　冬の朝起きて20℃を保っているこの家での生活は、家族みん
なが喜んでおり、最高に幸せな毎日です。みんなに自慢したくな
る家です！

　前の賃貸住宅は、とにかく「カビ」が凄かったです。結
露が凄くて、カーテンや押し入れ、寝室などカビだらけで
した。
　今は、1階も2階も19℃で、快適です。冬でも寒くないか
ら本当に嬉しいです。
　冬でも洗濯物が1日で乾くので凄くいいです。
　以前は、寒すぎてトイレにヒーターを置いていましたが、
この家は隅 ま々で同じ温度なので、今は使っていません！
取材協力：叶理家協同組合

　以前に、新築のアパートに住んでいた時、リビングの外が
「凍えるような寒さ」でトイレに行くのが嫌でした。
　さらに、アパートでは仕事から帰ってきて暖房をつけても
部屋が温まるのに時間がかりましたが、今では、いつでも暖
かいし、家中の温度差がないので快適です！
　しかも、アパートの時より広くなったのに、光熱費は変わ
らないんです！家事もしやすくて、本当に気に入ってます。
　断熱ももちろんですが、内装や間接照明のデザインもお
しゃれで最高です！

●問合せ先　023-630-2636
　山形県 県土整備部 建築住宅課 建築行政担当

制度の詳しい内容はこちら⇒

●「健康住宅」の基準

●「健康住宅」のメリット

●実際に「健康住宅」にお住まいの方の生の声

やまがた省エネ健康住宅を建てる方には支援が盛りだくさん！次のページを要チェック！！

　平成30年度に日本で初めて山形県が独自に定めた「やまがた省エネ健康住宅」の基準には、３つの
グレードがあり、それぞれ基準となる断熱性能（UA値）が定められています。気密性能の基準（C値）は
どのグレードも共通です。
　国の義務化基準の等級4、ZEH基準の等級５を超える断熱性能の基準です。

●「健康住宅」認証までの手続き
○申請窓口：対象住宅の住所を所管する総合支庁建設部建築課
○申請手続：断熱工事着手４０日前、断熱工事完了１０日前（新築のみ）、完成後それぞれの段階で手

続きが必要です。

暖房温度を
低めに設定しても
暖かく快適になる

小さい容量の
冷暖房機器でも
賄うことができる

電気やガスが
止まっても
温度が
下がりにくい

お風呂場の
室温が
下がりにくい

廊下なども
寒くならない

N様
40代女性

S様
20代女性

K様
20代女性

設計認証申請

設計適合証

○審査期間：７～ 10日間程度

それぞれの審査に
合格すると、以下の
書類が交付されます。

❶

検 査 済 証

中間検査申請
（新築住宅のみ）

❷
建設認証申請

認　定　証

❸

グレード表示の改正

断熱のレベル

世界の
省エネ基準

断熱性能
UA値（W/㎡・K）

気密性能
C値（㎠/㎡）

やまがた
省エネ
健康住宅

Y-G３

0.23

1.0

やまがた
省エネ
健康住宅

Y-G2

0.34

1.0

やまがた
省エネ
健康住宅

Y-G1

0.46

1.0

ZEH+基準

0.5

ZEH基準
（等級５）

0.6

次世代
省エネ基準
（等級４）

0.75

－

●アメリカ（0.43）

●山形県（0.23）
暖 寒

●日本（0.75）

地域区分４の場合

●フランス（0.36）

●イギリス（0.42）
●ドイツ（0.40）

等級１（★★★）

改正前のグレード表示

等級２（★★）

等級３（★）

Y-G3 （ワイ・ジースリー）

Y-G2 （ワイ・ジーツー）

Y-G1 （ワイ・ジーワン）

改正後のグレード表示

－ －

冷房温度を
高めに設定しても
涼しく快適になる

令和５年４月よりグレード表示を改めました
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県産木材を使う（温室効果ガスを吸収） エネルギーを創る（再生可能エネルギーの導入）快適に省エネ（高断　熱・高気密住宅の普及）

山形県では、カーボンニュートラルの実現につながる住宅を新築する際に、補助金を交付します。
新築住宅建設支援

自ら居住するため、「やまがたの木」認証制度により産地証明された県産材を一定量使用して、
高断熱・高気密住宅である「やまがた省エネ健康住宅」を新築する際に補助金を交付します。

併用不可

太陽光・蓄電池は併用不可

併用不可

併用可
やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金

家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備を導入する際
に補助金を交付します。※既存住宅への導入も可能

やまがた未来（みら）くるエネルギー補助金

自ら居住・運営するため「やまがたの木」認証制度により産地
認証された県産木材を基準値以上※使用して新築する際に補
助金を交付します。

県産認証材「やまがたの木」普及・利用
促進事業費補助金

高断熱・高気密住宅である「　やまがた省エネ健康住宅」と併せて太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置する住宅を新築する際に補助
金を交付します。

やまがた省エネ健康  住宅・再エネ設備パッケージ補助金

【補助金額】７０万円（定額）
定額の一括補助金に変わりました

【募集戸数】２００戸

【募集期間】令和 5年 4月 5日（水）～（先着順）

【補助金額】
一般住宅：30万円（定額）
　民間施設：使用量に応じて最大60万円

【補助金額】 ⑴⑵の組み合わせの　み補助対象
　⑴  ①＋③＋④　　： 最大　148.6万円
⑵ ①＋③＋④＋⑤ ： 最大 200.2万円

【補助要件】
●やまがた省エネ健康住宅の認証を受けていること
●県産木材※１を一定量※２以上使用していること
※１ 「やまがたの木」認証制度により産地証明された木材
※２ 延べ面積（㎡）×0.1（㎥ /㎡）×50%で算出さ れた数量
●その他、交付要綱に定める要件を満たすこと など

【補助要件】
●県産木材※１を基準値※２以上使用すること
※１ 「やまがたの木」認証制度により産地証明された木材
※２ 延べ面積（㎡）×0.1（㎥ /㎡）で算出された数量
●令和６年２月２９日までに実績報告書を提出できること
●その他、交付要綱に定める要件を満たすこと　など

【申請窓口】建設地を所管する総合支庁建設部建築課
村山：TEL 023-621-8287 
最上：TEL 0233-29-1420 

置賜：TEL 0238-26-6091
庄内：TEL 0235-66-5640

【問合せ・申請窓口】
建設地を所管する総合支庁産業経済部森林整備課
村山：TEL 023-621-8191 最上：TEL 0233-29-1351
置賜：TEL 0238-26-6063 庄内：TEL 0235-66-5527

【県庁の担当課】
　県土整備部建築住宅課　TEL023-630-2649

詳しくは
こちらから
▼

詳しくは
こちらから
▼

詳しくは
こちらから▶

詳しくはこちらから▶

【県庁の担当課】
環境エネルギー部エネルギー政策推進課 TEL023-630-3309

【申請窓口・県庁の担当課】「やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金」と同一

【補助要件】
●山形県内に住所を有する方
●県内施工者が行うものであって
　令和５年度内に完成すること　など

【補助要件】
●自ら居住するための住宅を新築する方
●施工者は、県内に本店がある事業者
●やまがた省エネ健康住宅の認証を受けること
●太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置すること
●ZEH（エネルギー収支を実質ゼロ以下にする住宅）であること
●令和６年２月２９日までに引き渡しを受け、実績報告書を提出
できること
●その他、交付要綱に定める要件を満たすこと　など

併用
不可

【補助金額】

※太陽熱利用装置の補助もあります。

区　　　分 補助率 上　限

蓄電池
設備

太陽光発電設備同時導入【非FIT】 5万円・7万円
/kWh
又は
1/3

35万円

太陽光発電設備同時導入【FIT】 25万円

太陽光発電設備既設 10万円

木質バイオマス
燃焼機器

ストーブ
1/2

10万円

ボイラー 50万円

地中熱利用装置 空調装置 1/3 50万円

区　　　分 補助率 上　限

蓄電池
設備

太陽光発電設備同時導入【非FIT】 5万円・7万円
/kWh
又は
1/3

35万円

太陽光発電設備同時導入【FIT】 25万円

太陽光発電設備既設 10万円

木質バイオマス
燃焼機器

ストーブ
1/2

10万円

ボイラー 50万円

地中熱利用装置 空調装置 1/3 50万円

補助対象 補助金額

①
やまがた
省エネ健康住宅

　『ZEH』 55万円（定額）

② 　ZEH＋ 100万円（定額）

③ 太陽光発電設備 7万円/kW
（上限63万円（9kW））

④ 蓄電池設備 設置費用の1/3
（上限30.6万円）

⑤ HEMS（エネルギー計測装置） 設置費用の2/3
（上限6.6万円）

こんなに
支援が
あるよ

住
ま
い
に
関
す
る
補
助
金
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ま
い
に
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る
補
助
金

補助金
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併用不可

併用可
やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金
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高断熱・高気密住宅である「　やまがた省エネ健康住宅」と併せて太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置する住宅を新築する際に補助
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やまがた省エネ健康  住宅・再エネ設備パッケージ補助金

【補助金額】７０万円（定額）
　　　　　定額の一括補助金に変わりました
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【補助金額】
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●県産木材※１を一定量※２以上使用していること
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詳しくは
こちらから
▼

詳しくは
こちらから
▼

詳しくは　
こちらから▶

詳しくはこちらから▶

【県庁の担当課】
環境エネルギー部エネルギー政策推進課　　TEL023-630-3309

【申請窓口・県庁の担当課】　「やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金」と同一

【補助要件】
●山形県内に住所を有する方
●県内施工者が行うものであって
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※太陽熱利用装置の補助もあります。

区　　　分 補助率 上　限

蓄電池
設備

太陽光発電設備同時導入【非FIT】 5万円・7万円
/kWh
又は
1/3

35万円
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1/2
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燃焼機器

ストーブ
1/2
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ボイラー 50万円

地中熱利用装置 空調装置 1/3 50万円
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①一般リフォーム工事
　６つの要件工事のいずれかを含む工事が対象となります。
　６つの要件工事は、以下のとおりです。
　　①新生活様式対応、②減災・部分補強、③寒さ対策・断熱化、
　　④バリアフリー化、⑤克雪化、⑥県産木材使用

②耐震改修工事
住宅の耐震診断の結果に基づき市町村が定める水準以上の
耐震性能を確保する工事が対象となります。

　※あらかじめ耐震診断を受ける必要があります。
　※市町村によっては耐震診断への補助があります。

山形県では、良質な中古住宅の流通のため、中古住宅を購入した方へ補助金を交付します。
中古住宅取得支援

●支援金額・要件等

●募集・手続き・窓口
募集戸数：25戸
募集期間：令和 5年 4月 5日（水）～（先着順）　
申請方法：住宅ローンを契約後、交付申請兼実績報告書を窓口に提出。
申請窓口：購入した中古住宅の所在地を所管する総合支庁建築課（Ｐ３参照）

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の「検査」と「保証」がセットになった保険制度で、
国の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が提供しています。

「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外（個人間売買）の場合」で加入方法が異
なります。詳細は、住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページにてご確認ください。

問い合わせ先　一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会　電話：03‐3580‐0236
　　　　　　　ホームページ  https://www.kashihoken.or.jp/

検査
加入時、住宅の基本的な性能について、
専門の建築士による検査に合格する必
要があるので、安心が確認された中古
住宅を取得できます。

●問合せ先　023-630-2154
　山形県 県土整備部 建築住宅課 住まいづくり支援担当

制度の詳しい内容はこちら⇒

市町村の住宅リフォーム支援

【問合せ・申請窓口】

※1：一般リフォーム　※2：耐震改修

保証
購入後、中古住宅に構造上の不具合や
雨漏り等が見つかった場合に保証される
ので、しっかり修繕することができます。

参考資料：一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ

あんしん！既存住宅売買瑕疵保険って知ってる？

移住・新婚・子育て世帯 一般世帯

補助金額※ 最大40万円 最大30万円

対 象 者 自ら居住するために中古住宅を購入した、所得が1200万円以下の方

対 象 住 宅 完成後２年超の住宅又は居住実績がある住宅
既存住宅売買瑕疵保険に加入している又は住宅瑕疵担保保険責任期間中である住宅

補 助 要 件 住宅の購入費を対象とした、返済期間が10年以上50年以内の住宅ローンを
金融機関と契約すること

移 住 世 帯 平成30年４月１日以降に山形県内へ移住した世帯員がいる世帯
新 婚 世 帯 申請日において婚姻した日から５年以内である世帯
子育て世帯 平成17年４月２日以降に生まれた子がいる世帯（出産予定を含む）
※補助金額は住宅ローンに応じて算定します。

補助金額や要件は市町村によって異なります。
詳しくは、住宅が所在する市町村の窓口に
お問い合わせください。

市町村担当課 電話番号

村

 
 
 
山

山形市 建築指導課 023-641-1212

上山市 建設課 023-672-1111

天童市 都市計画課 023-654-1111

山辺町 建設課 023-667-1113

中山町 建設課 023-662-2116

寒河江市 建設管理課 0237-85-1627

河北町 都市整備課 0237-73-2111

西川町 建設水道課 0237-74-2111

朝日町 建設水道課 0237-67-2111

大江町 建設水道課 0237-62-2111

村山市 建設課 0237-55-2111

東根市
商工観光課 ※ 1

0237-42-1111
建設課 ※ 2

尾花沢市 建設課 0237-22-1114

大石田町 建設課 0237-35-2111

最

 
上

新庄市 都市整備課 0233-22-2111

金山町 環境整備課 0233-29-5628

最上町 建設水道課 0233-43-2111

市町村担当課 電話番号

最

 
 
 
上

舟形町 地域整備課 0233-32-0915

真室川町 建設課 0233-62-2053

大蔵村 地域整備課 0233-75-2111

鮭川村 農村整備課 0233-55-2111

戸沢村 建設水道課 0233-72-2111

置

 
 
 
賜

米沢市 建築住宅課 0238-22-5111

南陽市 建設課 0238-40-3211

高畠町 建設課 0238-52-1111

川西町 地域整備課 0238-42-6647

長井市 建設課 0238-82-8018

小国町 地域整備課 0238-62-2431

白鷹町 建設課 0238-85-2111

飯豊町 地域整備課 0238-72-2111

庄

 
 
 
内

鶴岡市 建築課 0235-35-1432

酒田市 建築課 0234-22-5111

三川町 建設環境課 0235-66-3111

庄内町 建設課 0234-43-2211

遊佐町 地域生活課 0234-72-5883
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　将来、実家が「空き家」になる可能性はありませんか。
　「空き家」になる理由で最も多いのは、相続により所有するケー
スです。相続により所有者となっても、別に住まいを所有している
などの理由で、相続した住宅をどうしていいか悩んでしまいます。
　また、遠方の住宅を相続した場合、空き家を管理するには、お
金も時間もかかります。

いつ起こるかわからない地震災害

あなたの家は命を守ってくれますか
●山形県でも大地震が起きるといわれています

県内にある活断層で地震が発生した場合に、
各地域で想定される震度をまとめた
「地震ハザードマップ」を公開しています。
お住まいの地域の震度を確認しましょう。

「地震ハザードマップ（震度マップ）」　
県ホームページ⇒

●あなたの家は大丈夫？

まずは自己診断
「誰でもできるわが家の耐震診断」で
自己診断をしてみましょう。

●専門家の診断で、一定の
耐震性能を確保
●リフォーム工事と一緒に安
心・快適な暮らし
●家が壊れて周囲に被害を
大きくする心配なし

「誰でもできる　　　
わが家の耐震診断」 ⇒

自己診断の結果、
少しでも不安があれば、
建築士の耐震診断を
受けましょう。

減災対策耐震改修工事

●どんな対策があるの？

●問合せ先　023-630-2640
　山形県 県土整備部 建築住宅課 建築安全推進担当

●応急的な部分補強

滞在時間の長い部屋を
集中的に補強

●住まい方の工夫

生活の中心となる
居間や寝室を移動

●耐震シェルター
　防災ベッド

命を守る「場所」を確保

●家具の転倒防止

家具の固定方法や
置き方を工夫

ブロック塀の安全対策

山やがけの近くでは、地震
や大雨で土砂崩れが起きや
すくなります。お住まいの地
域が災害危険区域等に入って
いるか確認しましょう。

土砂災害への対策
「土砂災害 　　　
警戒システム」

大地震で倒れたブロック塀が通行人にケガ
を負わせてしまうことがあります。
屋外の地震対策も忘れずに！

出典：H30住宅・土地
　　　統計調査

空き家の取得方法

相続・贈与
52.2%

新築・建替
17.3%

購入（中古）
12.7%

購入（新築）
4.7%

その他 5.6%

耐震対策の詳しい内容はこちら⇒ ●問合せ先　023-630-2645
　山形県 県土整備部 建築住宅課 企画担当

県の空き家対策の詳しい内容はこちら⇒

相続後に悩まないように…

「空き家」について今から考えよう!
●「空き家」は他人事じゃない！？

●住まいの将来について考えてみよう！

住まいの現所有者

空き家の状態は
どうですか？

活用してもらう前に…
除却後の敷地は
どうしますか？

自分で使う

誰が活用しますか？

自分で使う 誰かに使ってもらう そのまま放置する

相続した場合、空き家をどうしますか？

今からできることは…
●終活について考えてみよう 終活セミナーに参加するのもおすすめ
●家族で話してみよう お正月やお盆など家族や親戚が集まる機会など
●相談してみよう 「空き家総合案内窓口」があるよ
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：023-679-5255

除却する
市町村の除却補助を
使用できる場合があります

●家財整理は必要ありませんか？
　→家財整理への補助を行って
　　いる市町村もあります。

適切に管理しよう！
●定期的な換気、除草、除雪など
●リフォーム補助が使える場合も！
　→タテッカーナを見てね

売却や賃貸など、使ってくれる人へ！
●空き家バンクへ登録
●宅建業者へ相談

こんなリスクがあります！！
●動物の棲家、不審者の侵入の懸念
●強風、雪による建物破損、倒壊
●固定資産税等の負担増加の可能性

●草木の手入れなど定期的な
　管理が必要です。

空き家について詳しく知りたいときは、「空き家大辞典」をご活用ください。
空き家の放置リスク、空き家の管理方法のほか、相談窓口や市町村の窓口、
支援事業などの知って得する情報が満載です！ ぴかぴか空き家くん

空き家大辞典を読んでみよう!空き家大辞典を読んでみよう!
スマートフォンでも
見られるよ！

活用する そのままにする

壊れて、使えない

まだ使える 空
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　家
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住まいづくりの技術と経験を未来につなぐ

大工さんを応援しています
●大工さんが不足して住宅が建てられない！？
　山形県の住宅建設市場規模は1,000億円以上で、地域経済へ大きな影響力をもっています。その中で
も大工さんは私たちの住まいづくりに携わる重要な役割を担っていますが、県内の大工さんはこの20年
で約半減しています。 
　特に30歳未満の方の割合が非常に少なく、60歳以上の方が約５割と高齢化が著しいため、このまま
では大工さんが不足して将来の住宅建設の需要に対応できなくなる恐れがあります。

●新規入職から後継者育成まで応援して、大工さんを増やします！

●問合せ先　023-630-2651
　 山形県 県土整備部 建築住宅課 建築行政担当

制度の詳しい内容はこちら⇒

空き家を活用しませんか

「住宅セーフティネット」の推進
●「住宅セーフティネット」とは
●「住宅セーフティネット」とは、住宅確保要配慮者（※）の住宅確保を支えるための仕組みのことです。
※低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方
●これまでは公営住宅がその中核を担ってきましたが、老朽化や中心市街地での提供が困難といった
面で、時代のニーズを十分に満たしているとは言えません。
●一方で、民間住宅では空き家や空きアパートが増えており、所有者や大家さんは入居者の確保や活用
方法に悩んでいます。
●これからは、住宅確保要配慮者の住宅確保に民間住宅の空き家・空きアパートを有効活用してもらう
ことで、公営住宅だけでなく民間の力も活用した社会全体での支援を進めていきます。

●登録した住宅には支援があります!!
　セーフティネット住宅の提供に取り組んでいる市町村では、支援制度を設けてます。
●改修費補助
　セーフティネット住宅に登録すると、改修費補助を受けることができます。
　なお、補助上限額及び補助率については改修費補助を実施する市町村にお問い合わせください。

●家賃補助
　セーフティネット住宅に低廉な家賃で入居できるよう、賃貸人へ家賃補助を行っています。
（実施市町村：山形市・米沢市・鶴岡市・上山市・南陽市・大石田町・白鷹町）

●住宅セーフティネット制度の３本柱

●問合せ先　023-630-2649
　 山形県 県土整備部 建築住宅課 安心居住推進担当

10,276人

H12 H17 H22 H27

4,680人

R2 出典：国勢調査

県内の大工さんの人数 R2 県内の大工さんの年齢内訳
20代
以下
5% 30代

11%

40代
19%

50代
12%

60代以上
53%

学　生 未来の匠育成セミナー

伝承の匠　知事表彰

熟練の匠　認定

技能の匠　認定

見習い大工

若手大工

技能大工

熟練大工

若手大工支援対象者認定
（入職時）

若手大工修了証書交付
（入職５年目）

サポート補助金20万円
（入職３～５年目）

サポート補助金10万円
（入職１年目）

入職

概ね５年

概ね10年

概ね20年

●学生に大工さんの魅力を伝えていきます

●若手大工さんの資格取得や技能習得を
　応援します

●後継者育成に尽力された方には
　知事表彰を行っています

●高い技術と経験がある方を認定しています

柱① セーフティネット住宅としての県・山形市への登録

県・市町村

住宅の貸主

住宅確保要配慮者

居住支援協議会や
居住支援法人

柱② 登録住宅の改修や入居者への経済的支援

補助対象者

実施市町村

対 象 工 事

要　　　件

セーフティネット住宅に登録した建物の所有者

山形市・米沢市・鶴岡市・新庄市・寒河江市・南陽市・舟形町・白鷹町

セーフティネット住宅の改修工事（バリアフリー改修、間取り変更工事等）

入居者は、移住・新婚・子育て・若者単身・低額所得者のいずれかの属性を持つ者であること。

柱③ 住宅確保要配慮者への居住支援

半減

生活相談・
見守り活動
など

登録 情報提供

入居

改修費補助・
家賃補助

大
工
職
人
育
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やまがた

住まいのガイドブック
やまがた

住まいのガイドブック

やまがたで家を建てるなら必見!やまがたで家を建てるなら必見!
令和５年度

知って

トクする
!

山 形 県
Yamagata Prefectural Government

令和５年度の主な変更ポイント

補助金の一括交付になります!!
新築住宅建設支援と中古住宅取得支援が
住宅ローンへの利子補給から一括補助金に
なり、利用しやすくなりました。

【表紙】設計：コルポ建築設計事務所　写真：志鎌康平 氏

山形県住宅情報総合サイト
タテッカーナイメージキャラ

タテッカくん

山形県住宅情報総合サイト

リサイクル適性 A
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

見てね♪

県、市町村、国の
支援制度が
検索できるよ！
お得な情報を

漏れなくチェックしてね♪
LINEや Facebook
でも情報を配信
しているよ！

山形県住宅情報総合サイト「タテッカーナ」 https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/

LINE

チャンネルはこちらから
＠tatekka_ymgt

＠tatekka_ymgt

Facebook
「いいね！」を押して
チェックしてね▶

友だち追加は
こちらから▶

▶ YouTube好評配信中♪
家型YouTuberタテッ

カが、

『やまがた健康住宅
』について

楽しくお勉強中♪

Twitter日々更新中！
MSK（マイ・スイート・県民）のフォロワー
少ないから、よかったら（どうかおねがい！！）
フォローして！！　　　　タテッカより
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